
３ 学校給食の位置付け

教育基本法

学習指導要領

学校教育法

第１章 総則

第１款 教育課程編成の原則

３ 学校における体育・健康に関する指導を、

児童※１の発達の段階を考慮して、学校の教

育活動全体を通じて適切に行うことによ

り、健康で安全な生活と豊かなスポーツラ

イフの実現を目指した教育の充実に努める

こと。特に、学校における食育の推進並びに

体力の向上に関する指導、安全に関する指

導及び心身の健康の保持増進に関する指導

については、体育科、家庭科及び特別活動の

時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活

動及び総合的な学習の時間※２などにおいて

もそれぞれの特質に応じて適切に行うよう

努めること。また、それらの指導を通して、

家庭や地域社会との連携を図りながら、日

常生活において適切な体育・健康に関する

活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全

で活力のある生活を送るための基礎が培わ

れるよう配慮すること。

注：上記【※１】【※２】の部分を、以下に

より読み替える。

<中学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、技術・家庭科及び特別活動

の時間はもとより、各教科、道徳科及び総

合的な学習の時間

<特別支援学校小学部、中学部、高等部学習指

導要領>
※１ 児童又は生徒

※２ 小学部の体育科や家庭科（知的障害者

である児童に対する教育を行う特別支援

学校においては生活科）、中学部の保健体

育科や技術・家庭科（知的障害者である生

徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いては職業・家庭科）及び特別活動の時間

はもとより、各教科、道徳科、外国語活動、

総合的な学習の時間及び自立活動

<高等学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、家庭科及び特別活動の時

間はもとより、各教科・科目及び総合的な

探究の時間

第 条（教育の目的） 教育は、人格の完成を

目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに健康

な国民の育成を期して行われなければならな

い。

第二十一条

一一 学校内外における社会的活動

を促進し、自主、自律及び協同の精

神、規範意識、公正な判断力並びに

公共の精神に基づき主体的に社会

の形成に参画し、その発展に寄与

する態度を養うこと。

二二 学校内外における自然体験活

動を促進し、生命及び自然を尊重

する精神並びに環境の保全に寄与

する態度を養うこと。

三三 我が国と郷土の現状と歴史に

ついて、正しい理解に導き、伝統と

文化を尊重し、それらをはぐくん

できた我が国と郷土を愛する態度

を養うとともに、進んで外国の文

化の理解を通じて、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する

態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必

要な衣、食、住、情報、産業その他

の事項について基礎的な理解と技

能を養うこと。

八 健康、安全で幸福な生活のた

めに必要な習慣を養うとともに、

運動を通じて体力を養い、心身の

調和的発達を図ること。

第二十九条 小学校は、心身の発

達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする。

第三十条 小学校における教育

は、前条に規定する目的を実現す

るために必要な程度において第二

十一条に掲げる目標を達成するよ

う行われるものとする。

第四十五条 中学校は、小学校に

おける教育の基礎の上に、心身の

発達に応じて、義務教育として行

われる普通教育を施すことを目的

とする。

第七十二条 特別支援学校は、視

覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者又は病弱者に対

して、幼稚園、小学校、中学校又は

高等学校に準ずる教育を施すとと

もに、障害による学習上又は生活

上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識技能を授けることを

目的とする。
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第６章 特別活動（小学校）第１目標
集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ様々

な集団活動に自主的、実践的に取り組み，互いのよさや可
能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決する
ことを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目
指す。

多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動
を行う上で必要となることについて理解し、行動の仕
方を身に付けるようにする。

集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解
決するために話し合い、合意形成を図ったり、意思決
定したりすることができるようにする。

自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを
生かして、集団や社会における生活及び人間関係をより
よく形成するとともに、自己の生き方についての考えを
深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

第５章 特別活動（中学校）第１目標

学級活動（小学校）

１ 目標

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見い

だし、解決するために話し合い、合意形成し、役割を分担

して協力して実践したり、学級での話合いを生かして自

己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定

して実践したりすることに、自主的、実践的に取り組むこ

とを通して、第１の目標に掲げる資質・能力を育成するこ

とを目指す。

２ 内容

日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形

成
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Ⅱ 学校給食の管理運営

学校給食は、教育活動の中に位置付けられるものであり、その管理運営に当たっては、関係者

がそれぞれの責務をよく理解し、関係法令や通知等をもとに、学校や調理場及び市町村（以下「学

校等」という。）の実情に応じて適切な運営組織をつくり、学校給食の目標達成に努める。

１ 学校給食の運営

⑴ 運営組織

学校給食の運営は、調理場の規模や調理方式（単独調理場方式・共同調理場方式）等によっ

て異なるが、いずれにおいても学校給食の意義と役割を踏まえた適切な組織をつくり、それぞ

れの長所を最大限に生かして運営する。 
ア 運営組織例

ｱ 単独調理場方式の運営組織（例）
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３ 学校給食の位置付け

教育基本法

学習指導要領

学校教育法

第１章 総則

第１款 教育課程編成の原則

３ 学校における体育・健康に関する指導を、

児童※１の発達の段階を考慮して、学校の教

育活動全体を通じて適切に行うことによ

り、健康で安全な生活と豊かなスポーツラ

イフの実現を目指した教育の充実に努める

こと。特に、学校における食育の推進並びに

体力の向上に関する指導、安全に関する指

導及び心身の健康の保持増進に関する指導

については、体育科、家庭科及び特別活動の

時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活

動及び総合的な学習の時間※２などにおいて

もそれぞれの特質に応じて適切に行うよう

努めること。また、それらの指導を通して、

家庭や地域社会との連携を図りながら、日

常生活において適切な体育・健康に関する

活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全

で活力のある生活を送るための基礎が培わ

れるよう配慮すること。

注：上記【※１】【※２】の部分を、以下に

より読み替える。

<中学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、技術・家庭科及び特別活動

の時間はもとより、各教科、道徳科及び総

合的な学習の時間

<特別支援学校小学部、中学部、高等部学習指

導要領>
※１ 児童又は生徒

※２ 小学部の体育科や家庭科（知的障害者

である児童に対する教育を行う特別支援

学校においては生活科）、中学部の保健体

育科や技術・家庭科（知的障害者である生

徒に対する教育を行う特別支援学校にお

いては職業・家庭科）及び特別活動の時間

はもとより、各教科、道徳科、外国語活動、

総合的な学習の時間及び自立活動

<高等学校学習指導要領>
※１ 生徒

※２ 保健体育科、家庭科及び特別活動の時

間はもとより、各教科・科目及び総合的な

探究の時間

第 条（教育の目的） 教育は、人格の完成を

目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに健康

な国民の育成を期して行われなければならな

い。

第二十一条

一一 学校内外における社会的活動

を促進し、自主、自律及び協同の精

神、規範意識、公正な判断力並びに

公共の精神に基づき主体的に社会

の形成に参画し、その発展に寄与

する態度を養うこと。

二二 学校内外における自然体験活

動を促進し、生命及び自然を尊重

する精神並びに環境の保全に寄与

する態度を養うこと。

三三 我が国と郷土の現状と歴史に

ついて、正しい理解に導き、伝統と

文化を尊重し、それらをはぐくん

できた我が国と郷土を愛する態度

を養うとともに、進んで外国の文

化の理解を通じて、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する

態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必

要な衣、食、住、情報、産業その他

の事項について基礎的な理解と技

能を養うこと。

八 健康、安全で幸福な生活のた

めに必要な習慣を養うとともに、

運動を通じて体力を養い、心身の

調和的発達を図ること。

第二十九条 小学校は、心身の発

達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする。

第三十条 小学校における教育

は、前条に規定する目的を実現す

るために必要な程度において第二

十一条に掲げる目標を達成するよ

う行われるものとする。

第四十五条 中学校は、小学校に

おける教育の基礎の上に、心身の

発達に応じて、義務教育として行

われる普通教育を施すことを目的

とする。

第七十二条 特別支援学校は、視

覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者又は病弱者に対

して、幼稚園、小学校、中学校又は

高等学校に準ずる教育を施すとと

もに、障害による学習上又は生活

上の困難を克服し自立を図るため

に必要な知識技能を授けることを

目的とする。
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第６章 特別活動（小学校）第１目標
集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ様々

な集団活動に自主的、実践的に取り組み，互いのよさや可
能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決する
ことを通して、次のとおり資質・能力を育成することを目
指す。

多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動
を行う上で必要となることについて理解し、行動の仕
方を身に付けるようにする。

集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解
決するために話し合い、合意形成を図ったり、意思決
定したりすることができるようにする。

自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを
生かして、集団や社会における生活及び人間関係をより
よく形成するとともに、自己の生き方についての考えを
深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

第５章 特別活動（中学校）第１目標

学級活動（小学校）

１ 目標

学級や学校での生活をよりよくするための課題を見い

だし、解決するために話し合い、合意形成し、役割を分担

して協力して実践したり、学級での話合いを生かして自

己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定

して実践したりすることに、自主的、実践的に取り組むこ

とを通して、第１の目標に掲げる資質・能力を育成するこ

とを目指す。

２ 内容

日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形

成
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Ⅱ 学校給食の管理運営

学校給食は、教育活動の中に位置付けられるものであり、その管理運営に当たっては、関係者

がそれぞれの責務をよく理解し、関係法令や通知等をもとに、学校や調理場及び市町村（以下「学

校等」という。）の実情に応じて適切な運営組織をつくり、学校給食の目標達成に努める。

１ 学校給食の運営

⑴ 運営組織

学校給食の運営は、調理場の規模や調理方式（単独調理場方式・共同調理場方式）等によっ

て異なるが、いずれにおいても学校給食の意義と役割を踏まえた適切な組織をつくり、それぞ

れの長所を最大限に生かして運営する。 
ア 運営組織例

ｱ 単独調理場方式の運営組織（例）
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Ⅱ 学校給食の管理運営

学校給食は、教育活動の中に位置付けられるものであり、その管理運営に当たっては、関係者

がそれぞれの責務をよく理解し、関係法令や通知等をもとに、学校や調理場及び市町村（以下「学

校等」という。）の実情に応じて適切な運営組織をつくり、学校給食の目標達成に努める。

１ 学校給食の運営

⑴ 運営組織

学校給食の運営は、調理場の規模や調理方式（単独調理場方式・共同調理場方式）等によっ

て異なるが、いずれにおいても学校給食の意義と役割を踏まえた適切な組織をつくり、それぞ

れの長所を最大限に生かして運営する。 
ア 運営組織例

ｱ 単独調理場方式の運営組織（例）
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学 校 食 育 推 進 者 
学 級 担 任 
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校内食物アレルギー対応委員会 

教
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員
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校

長 
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衛 生 管 理 委 員 会 

献 立 作 成 委 員 会 

物資 業者 選定委員会 

給 食 主 任 者 会 

学 校 給 食 運 営 委 員 会 

学 校 食 育 推 進 委 員 会 

食物アレルギー対応委員会 

企 画・研 修

指 導

児 童・生 徒

会 活 動

学 校 行 事

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成

研 修

調 査 研 究

資 料 作 成

学校給食実施計画

作 成

実 態 調 査
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調 理
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イ 各種委員会

学校給食の運営に当たっては、各種委員会を定期的に開催し、学校給食の目標達成に努め

るとともに、課題について、適切な対応等を行うことが必要となる。特に学校においては、

校長を中心に、給食主任、学級担任、栄養教諭・学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）

が協力し、調理場、家庭、地域と連携した組織とすることが大切である。 
各種委員会について、活動内容と構成員の例を次に示すが、学校等の実態に即した運営組

織を確立して、効果的な機能が必要である。複数の委員会を統合する場合は、活動内容や構

成員において、委員会の目的が達成できるよう考慮することが重要である。 
【各種委員会】（例）

委 員 会 目 的 活 動 内 容 構 成 員

学校給食

運営委員

会 学

校・共同

調理場）

学校給食の適切

かつ円滑な運営

のための協議

学校給食の実施に関する諸管理

規定作成

学校給食の実施に関する基本計

画作成

学校給食費に関する調査・検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、給食主任、栄養教諭等、養護教諭、

保護者、保健所職員、学識経験者 等

【共同調理場】共同調理場長、栄養教

諭等、保護者、保健所職員、学識経験

者、学校薬剤師 等

【校 内】校長、教頭、保健主事、給

食主任、栄養教諭等、養護教諭、学校

給食従事者、保護者、学校薬剤師 等

衛生管理

委員会

学校給食の衛生

管理を徹底する

ための協議

衛生管理の実態把握

定期点検・検査等の計画作成

施設設備の改善

衛生管理に関する研究・研修企画

学校給食運営委員会構成員

献立作成

委員会

学校給食の適切

な献立の協議

献立作成の基本方針の策定

学校給食実施基準に基づいて作

成された献立原案の検討

学校給食運営委員会構成員

物資（業

者）選定

委員会

学校給食の実施

において適切な

納入業者及び食

品の選定

食品を適切に納入できる業者の

選定

食品の安全性と学校給食の目的

達成に適切な食品の選定

学校給食運営委員会構成員

学校食育

推進委員

会

食育を学校全体

で組織的、計画

的に取り組み推

進するための協

議

【市町村】

学校食育推進に関する重要事項

の審議

諸施策の実施推進

取組の評価と分析・検討

【校 内】

食に関する指導の全体計画等の作成

指導資料や教材等の研究

保護者や地域への啓発や連携方

法等の検討

個別指導等が必要な児童生徒の

把握と対応等の検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、教務主任、給食主任、家庭科（技

術・家庭科）主任、栄養教諭等、養護

教諭、教育委員会担当、行政食育担当、

保護者、学校医、地域食育支援者、学

識経験者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、給食主任、家庭科（技術・家

庭科）主任、学年主任、栄養教諭等、

養護教諭、保護者、学校医 等

食物アレ

ルギー対

応委員会

学校生活におい

て、食物アレル

ギーを有する幼

児児童生徒が安

全に過ごすため

の対応を協議

【市町村】

市町村における基本方針の策定

マニュアルの作成

食物アレルギー対応の審査

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修企画

【校 内】

学校における基本方針の策定

校内の実態把握

個別の取組プラン等の検討・決定

緊急時対応体制の整備

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修・訓練の企画

【市町村】教育委員会（学校保健担当、

学校給食担当、学校教育担当等）

医療関係者（学校医、アレルギー専門

医、学校薬剤師等）

学校関係者（校長、養護教諭、栄養教

諭等）

学校給食関係者（共同調理場長等）

消防機関、保護者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、養護教諭、給食主任、栄養教

諭等、学年主任、学級担任、学校給食

従事者、学校医 等

 

ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）
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学 校 給 食 運 営 委 員 会 

衛 生 管 理 委 員 会 
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学 校 食 育 推 進 委 員 会 
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会 
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ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）
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物資 業者 選定委員会 
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会 
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イ 各種委員会

学校給食の運営に当たっては、各種委員会を定期的に開催し、学校給食の目標達成に努め

るとともに、課題について、適切な対応等を行うことが必要となる。特に学校においては、

校長を中心に、給食主任、学級担任、栄養教諭・学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）

が協力し、調理場、家庭、地域と連携した組織とすることが大切である。 
各種委員会について、活動内容と構成員の例を次に示すが、学校等の実態に即した運営組

織を確立して、効果的な機能が必要である。複数の委員会を統合する場合は、活動内容や構

成員において、委員会の目的が達成できるよう考慮することが重要である。 
【各種委員会】（例）

委 員 会 目 的 活 動 内 容 構 成 員

学校給食

運営委員

会 学

校・共同

調理場）

学校給食の適切

かつ円滑な運営

のための協議

学校給食の実施に関する諸管理

規定作成

学校給食の実施に関する基本計

画作成

学校給食費に関する調査・検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、給食主任、栄養教諭等、養護教諭、

保護者、保健所職員、学識経験者 等

【共同調理場】共同調理場長、栄養教

諭等、保護者、保健所職員、学識経験

者、学校薬剤師 等

【校 内】校長、教頭、保健主事、給

食主任、栄養教諭等、養護教諭、学校

給食従事者、保護者、学校薬剤師 等

衛生管理

委員会

学校給食の衛生

管理を徹底する

ための協議

衛生管理の実態把握

定期点検・検査等の計画作成

施設設備の改善

衛生管理に関する研究・研修企画

学校給食運営委員会構成員

献立作成

委員会

学校給食の適切

な献立の協議

献立作成の基本方針の策定

学校給食実施基準に基づいて作

成された献立原案の検討

学校給食運営委員会構成員

物資（業

者）選定

委員会

学校給食の実施

において適切な

納入業者及び食

品の選定

食品を適切に納入できる業者の

選定

食品の安全性と学校給食の目的

達成に適切な食品の選定

学校給食運営委員会構成員

学校食育

推進委員

会

食育を学校全体

で組織的、計画

的に取り組み推

進するための協

議

【市町村】

学校食育推進に関する重要事項

の審議

諸施策の実施推進

取組の評価と分析・検討

【校 内】

食に関する指導の全体計画等の作成

指導資料や教材等の研究

保護者や地域への啓発や連携方

法等の検討

個別指導等が必要な児童生徒の

把握と対応等の検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、教務主任、給食主任、家庭科（技

術・家庭科）主任、栄養教諭等、養護

教諭、教育委員会担当、行政食育担当、

保護者、学校医、地域食育支援者、学

識経験者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、給食主任、家庭科（技術・家

庭科）主任、学年主任、栄養教諭等、

養護教諭、保護者、学校医 等

食物アレ

ルギー対

応委員会

学校生活におい

て、食物アレル

ギーを有する幼

児児童生徒が安

全に過ごすため

の対応を協議

【市町村】

市町村における基本方針の策定

マニュアルの作成

食物アレルギー対応の審査

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修企画

【校 内】

学校における基本方針の策定

校内の実態把握

個別の取組プラン等の検討・決定

緊急時対応体制の整備

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修・訓練の企画

【市町村】教育委員会（学校保健担当、

学校給食担当、学校教育担当等）

医療関係者（学校医、アレルギー専門

医、学校薬剤師等）

学校関係者（校長、養護教諭、栄養教

諭等）

学校給食関係者（共同調理場長等）

消防機関、保護者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、養護教諭、給食主任、栄養教

諭等、学年主任、学級担任、学校給食

従事者、学校医 等

 

ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）
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職

員 

 

〈受配校〉 

安全衛生委員会 

学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 校 内 学 校 給 食 運 営 委 員 会 
校 内 学 校 保 健 委 員 会 
校 内 衛 生 管 理 委 員 会 
校 内 食 育 推 進 委 員 会 
校内食物アレルギー対応委員会 

校

長 

教

職

員 

教 務 主 任 
保 健 主 事 
給 食 主 任 
学 校 食 育 推 進 者 
学 級 担 任 
養 護 教 諭 
栄養教諭・学校栄養職員 
事 務 職 員 
学 校 給 食 従 事 者 

指 導 

児童・生徒

会 活 動 

学 校 行 事 

企画・研修 

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成 

研 修 

調 査 研 究 

資 料 作 成 

学 校 給 食 運 営 委 員 会 

衛 生 管 理 委 員 会 

献 立 作 成 委 員 会 

物資 業者 選定委員会 

給 食 主 任 者 会 

学 校 食 育 推 進 委 員 会 

食物アレルギー対応委員

会 

共同調理場運営委員会 学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

献 立 作 成 

調 理 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 

 

ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

教

育

委

員

会 

共
同
調
理
場
長 

 

 

職

員 

 

〈受配校〉 

安全衛生委員会 

学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 校 内 学 校 給 食 運 営 委 員 会 
校 内 学 校 保 健 委 員 会 
校 内 衛 生 管 理 委 員 会 
校 内 食 育 推 進 委 員 会 
校内食物アレルギー対応委員会 

校

長 

教

職

員 

教 務 主 任 
保 健 主 事 
給 食 主 任 
学 校 食 育 推 進 者 
学 級 担 任 
養 護 教 諭 
栄養教諭・学校栄養職員 
事 務 職 員 
学 校 給 食 従 事 者 

指 導 

児童・生徒

会 活 動 

学 校 行 事 

企画・研修 

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成 

研 修 

調 査 研 究 

資 料 作 成 

学 校 給 食 運 営 委 員 会 

衛 生 管 理 委 員 会 

献 立 作 成 委 員 会 

物資 業者 選定委員会 

給 食 主 任 者 会 

学 校 食 育 推 進 委 員 会 

食物アレルギー対応委員

会 

共同調理場運営委員会 学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

献 立 作 成 

調 理 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 

学校給食実施計画 

作 成

実 態 調 査

献 立 作 成

調 理

衛 生 管 理

物 資 管 理

文 書 管 理

会 計 管 理

施 設 管 理

企 画・研 修

指 導

児 童・生 徒 

会 活 動

学 校 行 事

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成

研 修

調 査 研 究

資 料 作 成

学校給食実施計画 

作 成

実 態 調 査

衛 生 管 理

物 資 管 理

文 書 管 理

会 計 管 理

施 設 管 理
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イ 各種委員会

学校給食の運営に当たっては、各種委員会を定期的に開催し、学校給食の目標達成に努め

るとともに、課題について、適切な対応等を行うことが必要となる。特に学校においては、

校長を中心に、給食主任、学級担任、栄養教諭・学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）

が協力し、調理場、家庭、地域と連携した組織とすることが大切である。 
各種委員会について、活動内容と構成員の例を次に示すが、学校等の実態に即した運営組

織を確立して、効果的な機能が必要である。複数の委員会を統合する場合は、活動内容や構

成員において、委員会の目的が達成できるよう考慮することが重要である。 
【各種委員会】（例）

委 員 会 目 的 活 動 内 容 構 成 員

学校給食

運営委員

会 学

校・共同

調理場）

学校給食の適切

かつ円滑な運営

のための協議

学校給食の実施に関する諸管理

規定作成

学校給食の実施に関する基本計

画作成

学校給食費に関する調査・検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、給食主任、栄養教諭等、養護教諭、

保護者、保健所職員、学識経験者 等

【共同調理場】共同調理場長、栄養教

諭等、保護者、保健所職員、学識経験

者、学校薬剤師 等

【校 内】校長、教頭、保健主事、給

食主任、栄養教諭等、養護教諭、学校

給食従事者、保護者、学校薬剤師 等

衛生管理

委員会

学校給食の衛生

管理を徹底する

ための協議

衛生管理の実態把握

定期点検・検査等の計画作成

施設設備の改善

衛生管理に関する研究・研修企画

学校給食運営委員会構成員

献立作成

委員会

学校給食の適切

な献立の協議

献立作成の基本方針の策定

学校給食実施基準に基づいて作

成された献立原案の検討

学校給食運営委員会構成員

物資（業

者）選定

委員会

学校給食の実施

において適切な

納入業者及び食

品の選定

食品を適切に納入できる業者の

選定

食品の安全性と学校給食の目的

達成に適切な食品の選定

学校給食運営委員会構成員

学校食育

推進委員

会

食育を学校全体

で組織的、計画

的に取り組み推

進するための協

議

【市町村】

学校食育推進に関する重要事項

の審議

諸施策の実施推進

取組の評価と分析・検討

【校 内】

食に関する指導の全体計画等の作成

指導資料や教材等の研究

保護者や地域への啓発や連携方

法等の検討

個別指導等が必要な児童生徒の

把握と対応等の検討

【市町村】教育長、校長、共同調理場

長、教務主任、給食主任、家庭科（技

術・家庭科）主任、栄養教諭等、養護

教諭、教育委員会担当、行政食育担当、

保護者、学校医、地域食育支援者、学

識経験者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、給食主任、家庭科（技術・家

庭科）主任、学年主任、栄養教諭等、

養護教諭、保護者、学校医 等

食物アレ

ルギー対

応委員会

学校生活におい

て、食物アレル

ギーを有する幼

児児童生徒が安

全に過ごすため

の対応を協議

【市町村】

市町村における基本方針の策定

マニュアルの作成

食物アレルギー対応の審査

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修企画

【校 内】

学校における基本方針の策定

校内の実態把握

個別の取組プラン等の検討・決定

緊急時対応体制の整備

事故・ヒヤリハット事例の収集、

対策の検討

研修・訓練の企画

【市町村】教育委員会（学校保健担当、

学校給食担当、学校教育担当等）

医療関係者（学校医、アレルギー専門

医、学校薬剤師等）

学校関係者（校長、養護教諭、栄養教

諭等）

学校給食関係者（共同調理場長等）

消防機関、保護者 等

【校 内】校長、教頭、教務主任、保

健主事、養護教諭、給食主任、栄養教

諭等、学年主任、学級担任、学校給食

従事者、学校医 等

 

ｲ 共同調理場方式の運営組織（例）

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

教

育

委

員

会 

共
同
調
理
場
長 

 

 

職

員 

 

〈受配校〉 

安全衛生委員会 

学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 校 内 学 校 給 食 運 営 委 員 会 
校 内 学 校 保 健 委 員 会 
校 内 衛 生 管 理 委 員 会 
校 内 食 育 推 進 委 員 会 
校内食物アレルギー対応委員会 

校

長 

教

職

員 

教 務 主 任 
保 健 主 事 
給 食 主 任 
学 校 食 育 推 進 者 
学 級 担 任 
養 護 教 諭 
栄養教諭・学校栄養職員 
事 務 職 員 
学 校 給 食 従 事 者 

指 導 

児童・生徒

会 活 動 

学 校 行 事 

企画・研修 

食に関する指導の

全 体 計 画 作 成 

研 修 

調 査 研 究 

資 料 作 成 

学 校 給 食 運 営 委 員 会 

衛 生 管 理 委 員 会 

献 立 作 成 委 員 会 

物資 業者 選定委員会 

給 食 主 任 者 会 

学 校 食 育 推 進 委 員 会 

食物アレルギー対応委員

会 

共同調理場運営委員会 学校給食実施計画

作 成 

実 態 調 査 

献 立 作 成 

調 理 

衛 生 管 理 

施 設 管 理 

物 資 管 理 

会 計 管 理 

文 書 管 理 
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共

同

調

理

場

長

及

び

単

独

調

理

場

の

校

長

１ 学校給食運営組織を確立し、組織相互の管理をする。

各種委員会との連携調整をする。

２ 学校給食運営委員会において、学校給食について基本的な方針や計画を策定す

る。

⑴ 学校給食運営に必要な各種委員会を運営する。

⑵ 給食経費の予算を立て、その執行をする。

３ 教職員に指導助言をする。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者の健康管理体制を整える。

⑶ 学校給食用食品の取り扱いが適正にされるよう体制を整える。

⑷ 給食関係予算の執行が正確かつ効果的に行われるようにする。

⑸ 経理に関する諸帳簿・関係文書等を検閲し、その扱い方について指導する。

４ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理に当たる。

⑵ 教育委員会の承認・届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 給食を中止する場合の届出

イ 給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の策定

エ 学校給食運営組織の編成

オ 施設設備を消失または、破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護幼児児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場と連携する。

６ 家庭及び地域と連携する。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求

める。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

７ 毎日の学校給食について異常の有無の確認や調理内容について点検し、食中毒防

止等のリスク管理に当たる。

⑴ 学校給食衛生管理基準を遵守する。

⑵ 検食を行い、検食簿に記録する。

８ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

教

務

主

任

１ 食に関する指導の全体計画作成について、指導助言する。

２ 望ましい給食指導が実施できるように、学校内でさまざまな連絡・調整の円滑化

を図る。

３ 学校食育推進者、保健主事、給食主任、栄養教諭、養護教諭等の協力を得て、食

に関する指導の推進に関わる現職教育の研修計画を立てる。

保

健

主

事

１ 学校保健委員会に児童生徒の健康課題として学校給食や食に関する課題を提案

し、給食指導や学校給食を活用した食に関する指導に努める。

２ 食に関する指導の全体計画立案に参画する。

３ 衛生面での実態の把握、健康管理、安全衛生面での役割を担う。

４ 食物アレルギーなど、学校給食に特別な配慮を必要とする幼児児童生徒の実態把

握に努め、指導体制を確立する。

 

⑵ 学校給食関係者

ア 職務内容（例）

関係者 職 務 内 容

市

町

村

教

育

委

員

会

１ 学校給食の実施について、管理運営に当たる。

２ 学校給食の開設、変更、廃止、一時中止の決定、届出を行う。

３ 学校給食調理場の設置、運営管理を行う。

４ 学校給食の実施に必要な施設設備を整備し、維持管理する。

５ 学校給食実施基準に基づき、学校給食を適切に実施する。

６ 学校給食衛生管理基準に基づき、衛生管理を適切に行う。

７ 学校給食関係予算の編成、執行、決算及び補助金等に関する事務を行う。

８ 学校給食に関する研修会、講習会等を実施する。

９ 学校給食の充実及び学校給食を活用した学校における食育の推進を図る。

学校給食用食品の申請、並びに諸報告等に関する事務を行う。

学校給食運営委員会等を設置し、基本方針・計画を策定する。

食物アレルギー対応委員会を設置し、基本方針を策定する。

校

長

１ 学校給食運営委員会等を組織し、学校給食について方針・計画を策定する。

⑴ 学校教育活動の中に、学校給食を位置付ける。

（給食の時間は、小学校は 分、中学校は 分が望ましい。）

⑵ 全ての幼児児童生徒が学校給食に参加できるように配慮する。

食に関する指導の全体計画を策定する。

⑶ 給食主任、学校食育推進者等を校務分掌に位置付ける。

給食指導、食に関する指導が適切に行われるように体制を整える。

学校給食に関わる各種委員会を組織し、学校給食の目標達成や課題解決に向け

て適切な対応を行う。

２ 日常の学校給食について、異常の有無の確認や食中毒防止に当たる。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者（配膳員等を含む）の健康管理体制を整える。

⑶ 検食を行い、検食簿に記録する。

⑷ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

３ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理を行う。

⑵ 教育委員会の承認や届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 学校給食を中止する場合の届出

イ 学校給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の決定

エ 学校給食運営組織や食に関する指導の全体計画など学校経営案の編成

オ 施設設備を消失、または破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

４ 家庭、地域との連携を深める。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求め

る。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場との連携を密に行う。

６ 食物アレルギー対応委員会を設置し、全教職員に指導する。
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長

１ 学校給食運営組織を確立し、組織相互の管理をする。

各種委員会との連携調整をする。

２ 学校給食運営委員会において、学校給食について基本的な方針や計画を策定す

る。

⑴ 学校給食運営に必要な各種委員会を運営する。

⑵ 給食経費の予算を立て、その執行をする。

３ 教職員に指導助言をする。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者の健康管理体制を整える。

⑶ 学校給食用食品の取り扱いが適正にされるよう体制を整える。

⑷ 給食関係予算の執行が正確かつ効果的に行われるようにする。

⑸ 経理に関する諸帳簿・関係文書等を検閲し、その扱い方について指導する。

４ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理に当たる。

⑵ 教育委員会の承認・届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 給食を中止する場合の届出

イ 給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の策定

エ 学校給食運営組織の編成

オ 施設設備を消失または、破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護幼児児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場と連携する。

６ 家庭及び地域と連携する。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求

める。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

７ 毎日の学校給食について異常の有無の確認や調理内容について点検し、食中毒防

止等のリスク管理に当たる。

⑴ 学校給食衛生管理基準を遵守する。

⑵ 検食を行い、検食簿に記録する。

８ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

教

務

主

任

１ 食に関する指導の全体計画作成について、指導助言する。

２ 望ましい給食指導が実施できるように、学校内でさまざまな連絡・調整の円滑化

を図る。

３ 学校食育推進者、保健主事、給食主任、栄養教諭、養護教諭等の協力を得て、食

に関する指導の推進に関わる現職教育の研修計画を立てる。

保

健

主

事

１ 学校保健委員会に児童生徒の健康課題として学校給食や食に関する課題を提案

し、給食指導や学校給食を活用した食に関する指導に努める。

２ 食に関する指導の全体計画立案に参画する。

３ 衛生面での実態の把握、健康管理、安全衛生面での役割を担う。

４ 食物アレルギーなど、学校給食に特別な配慮を必要とする幼児児童生徒の実態把

握に努め、指導体制を確立する。

 

⑵ 学校給食関係者

ア 職務内容（例）

関係者 職 務 内 容

市

町

村

教

育

委

員

会

１ 学校給食の実施について、管理運営に当たる。

２ 学校給食の開設、変更、廃止、一時中止の決定、届出を行う。

３ 学校給食調理場の設置、運営管理を行う。

４ 学校給食の実施に必要な施設設備を整備し、維持管理する。

５ 学校給食実施基準に基づき、学校給食を適切に実施する。

６ 学校給食衛生管理基準に基づき、衛生管理を適切に行う。

７ 学校給食関係予算の編成、執行、決算及び補助金等に関する事務を行う。

８ 学校給食に関する研修会、講習会等を実施する。

９ 学校給食の充実及び学校給食を活用した学校における食育の推進を図る。

学校給食用食品の申請、並びに諸報告等に関する事務を行う。

学校給食運営委員会等を設置し、基本方針・計画を策定する。

食物アレルギー対応委員会を設置し、基本方針を策定する。

校

長

１ 学校給食運営委員会等を組織し、学校給食について方針・計画を策定する。

⑴ 学校教育活動の中に、学校給食を位置付ける。

（給食の時間は、小学校は 分、中学校は 分が望ましい。）

⑵ 全ての幼児児童生徒が学校給食に参加できるように配慮する。

食に関する指導の全体計画を策定する。

⑶ 給食主任、学校食育推進者等を校務分掌に位置付ける。

給食指導、食に関する指導が適切に行われるように体制を整える。

学校給食に関わる各種委員会を組織し、学校給食の目標達成や課題解決に向け

て適切な対応を行う。

２ 日常の学校給食について、異常の有無の確認や食中毒防止に当たる。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者（配膳員等を含む）の健康管理体制を整える。

⑶ 検食を行い、検食簿に記録する。

⑷ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

３ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理を行う。

⑵ 教育委員会の承認や届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 学校給食を中止する場合の届出

イ 学校給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の決定

エ 学校給食運営組織や食に関する指導の全体計画など学校経営案の編成

オ 施設設備を消失、または破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

４ 家庭、地域との連携を深める。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求め

る。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場との連携を密に行う。

６ 食物アレルギー対応委員会を設置し、全教職員に指導する。

10

00116389_hb.indd   1000116389_hb.indd   10 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35

 

共

同

調

理

場

長

及

び

単

独

調

理

場

の

校

長

１ 学校給食運営組織を確立し、組織相互の管理をする。

各種委員会との連携調整をする。

２ 学校給食運営委員会において、学校給食について基本的な方針や計画を策定す

る。

⑴ 学校給食運営に必要な各種委員会を運営する。

⑵ 給食経費の予算を立て、その執行をする。

３ 教職員に指導助言をする。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者の健康管理体制を整える。

⑶ 学校給食用食品の取り扱いが適正にされるよう体制を整える。

⑷ 給食関係予算の執行が正確かつ効果的に行われるようにする。

⑸ 経理に関する諸帳簿・関係文書等を検閲し、その扱い方について指導する。

４ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理に当たる。

⑵ 教育委員会の承認・届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 給食を中止する場合の届出

イ 給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の策定

エ 学校給食運営組織の編成

オ 施設設備を消失または、破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護幼児児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場と連携する。

６ 家庭及び地域と連携する。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求

める。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

７ 毎日の学校給食について異常の有無の確認や調理内容について点検し、食中毒防

止等のリスク管理に当たる。

⑴ 学校給食衛生管理基準を遵守する。

⑵ 検食を行い、検食簿に記録する。

８ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

教

務

主

任

１ 食に関する指導の全体計画作成について、指導助言する。

２ 望ましい給食指導が実施できるように、学校内でさまざまな連絡・調整の円滑化

を図る。

３ 学校食育推進者、保健主事、給食主任、栄養教諭、養護教諭等の協力を得て、食

に関する指導の推進に関わる現職教育の研修計画を立てる。

保

健

主

事

１ 学校保健委員会に児童生徒の健康課題として学校給食や食に関する課題を提案

し、給食指導や学校給食を活用した食に関する指導に努める。

２ 食に関する指導の全体計画立案に参画する。

３ 衛生面での実態の把握、健康管理、安全衛生面での役割を担う。

４ 食物アレルギーなど、学校給食に特別な配慮を必要とする幼児児童生徒の実態把

握に努め、指導体制を確立する。

 

⑵ 学校給食関係者

ア 職務内容（例）

関係者 職 務 内 容

市

町

村

教

育

委

員

会

１ 学校給食の実施について、管理運営に当たる。

２ 学校給食の開設、変更、廃止、一時中止の決定、届出を行う。

３ 学校給食調理場の設置、運営管理を行う。

４ 学校給食の実施に必要な施設設備を整備し、維持管理する。

５ 学校給食実施基準に基づき、学校給食を適切に実施する。

６ 学校給食衛生管理基準に基づき、衛生管理を適切に行う。

７ 学校給食関係予算の編成、執行、決算及び補助金等に関する事務を行う。

８ 学校給食に関する研修会、講習会等を実施する。

９ 学校給食の充実及び学校給食を活用した学校における食育の推進を図る。

学校給食用食品の申請、並びに諸報告等に関する事務を行う。

学校給食運営委員会等を設置し、基本方針・計画を策定する。

食物アレルギー対応委員会を設置し、基本方針を策定する。

校

長

１ 学校給食運営委員会等を組織し、学校給食について方針・計画を策定する。

⑴ 学校教育活動の中に、学校給食を位置付ける。

（給食の時間は、小学校は 分、中学校は 分が望ましい。）

⑵ 全ての幼児児童生徒が学校給食に参加できるように配慮する。

食に関する指導の全体計画を策定する。

⑶ 給食主任、学校食育推進者等を校務分掌に位置付ける。

給食指導、食に関する指導が適切に行われるように体制を整える。

学校給食に関わる各種委員会を組織し、学校給食の目標達成や課題解決に向け

て適切な対応を行う。

２ 日常の学校給食について、異常の有無の確認や食中毒防止に当たる。

⑴ 学校給食の衛生管理体制を整える。

⑵ 学校給食従事者（配膳員等を含む）の健康管理体制を整える。

⑶ 検食を行い、検食簿に記録する。

⑷ 異常があった場合は、ただちに関係機関に連絡し、適切な対応策を講じる。

３ 教育委員会との連絡を密にする。

⑴ 施設設備の修繕・補修について報告し、その維持管理を行う。

⑵ 教育委員会の承認や届出を要する事項は、遅滞なく行う。

ア 学校給食を中止する場合の届出

イ 学校給食関係予算及び決算

ウ 学校給食実施計画の決定

エ 学校給食運営組織や食に関する指導の全体計画など学校経営案の編成

オ 施設設備を消失、または破損した場合の報告

カ 要保護、準要保護児童生徒の内申

キ 学校給食用食品加工委託の契約

ク 学校給食用食品に事故があった場合の報告

４ 家庭、地域との連携を深める。

⑴ 保護者が負担すべき給食費について理解と協力を求める。

⑵ 学校給食と関連付け、食生活の改善を啓発し、学校給食への理解と協力を求め

る。

⑶ 保健所等に連絡を要する事項は、遅滞なく行う。

５ 共同調理場の受配校においては、共同調理場との連携を密に行う。

６ 食物アレルギー対応委員会を設置し、全教職員に指導する。
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１ 学校給食に関する各種計画に参画する。

２ 学校給食の実施に関する各組織に参画する。

３ 学校給食栄養管理者として、学校給食摂取基準及び食品構成に配慮した献立の

計画、作成、検証を行うとともに、献立原案を作成し献立作成委員会に提案する。

４ 学校給食の栄養に関する専門的事項の処理に当たり、指導・助言又は協力する。

５ 学校給食の食物アレルギー食対応献立については、食物アレルギー対応委員会の

基本指針を基に作成する。

６ 学校給食の衛生管理責任者として学校給食衛生管理基準に基づき、管理、分析、

確認、指導、助言を行う。

７ 学校給食用食品の納入業者及び食品の選定に参画及び指導・助言をする。

８ 食事内容及び児童生徒の食生活の改善のため、必要な調査・研究等を行う。

栄

養

教

諭

１ 児童生徒が健全な食生活を自ら営むことができるように指導する。

⑴ 学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性について、専門的

立場から学級担任や教科担任等と連携した指導を行う。

⑵ 学校給食に地域の産物を活用し、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の

恵沢に対する理解を深める指導を行う。

⑶ 学校給食を活用し、学級担任や教科担任等と連携して関連教科や特別活動等に

おいて食に関する指導を行う。

２ 食に関する健康課題を有する児童生徒に対する個別的な相談指導を行う。 
⑴   食物アレルギーを有する児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑵ 偏食、肥満傾向や痩身傾向等がある児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑶ 運動部活動等でスポーツをする児童生徒を対象とする。 

３ 食に関する指導を効果的に推進するため、以下の役割を担う。 
⑴ 食に関する指導の全体計画作成の検討、原案作成、決定等の進行管理を行う。 
⑵ 教職員間の連携・調整を行う。 
⑶ 家庭、地域との連携・調整を行う。 
⑷ 年間献立計画、給食の時間における食に関する指導の計画、各教科等における

食に関する指導の計画の関連付けを行う。 
⑸ 校長その他の教職員に対して食の観点から把握した児童生徒の生活実態等を

積極的に提示する。 
⑹ 校長やその他の教職員に対して食に関する指導の取組事例、研究成果等を積極

的に提供する。 
⑺ 校長やその他の教職員に対して自校や他校における学校給食の現状や課題等

についての情報を提供し、方策を明確にする。 
４ 学校、家庭、地域が連携した食育の推進において、以下の役割を担う。 

⑴ 家庭における食生活や生活習慣等の実態を把握する。 
⑵ 地域における食育の取組情報を収集する。 
⑶ 家庭への啓発活動等の連携を推進する。 
⑷ 地域の関係機関や各種団体との連携・調整を行う。 
⑸ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを学校食育推進者と連携

して作成する。 

調
理
従
事
者

１ 作業指示書等に基づき、作業工程表・作業動線図を作成し、調理し提供する。 
２ 学校給食衛生管理基準を理解し、業務に当たる。

３ 栄養教諭等の指示に基づき、食物アレルギー対応に当たる。

４ 業務中に異常のあった場合は、直ちに衛生管理責任者等に報告し、指示を受ける。

５ 衛生管理、調理、食物アレルギー対応等の知識や技術の向上のため、積極的に研

修を受ける。

 

給

食

主

任

１ 教務主任、栄養教諭等と協議し、給食指導計画（適切な時間設定と配分（１２３

ページ参照）、年間指導計画（１２６～１３１ページ参照）を立案する。

２ 給食指導資料の作成・収集、各学年や学級間の調整に努め、教育効果の向上を図

る。

３ 学級担任、養護教諭、栄養教諭等と協力し、給食指導に関する事項の徹底を図る。

４ 児童給食委員会の運営に当たる。

５ 食に関する指導の全体計画作成に参画する。

６ 献立や料理についての意見の聞き取りや調査を行い、内容を給食主任者会等で伝

える。

７ 学校薬剤師、保健主事、養護教諭、栄養教諭等、学校給食従事者等と協議して、

衛生管理・栄養管理の計画と策定を実践する。

８ 給食施設設備や食事環境の衛生管理の維持・改善をする。

学
校
食
育
推
進
者

１ 栄養教諭等と連携し、食に関する指導の全体計画を作成する。

２ 食育の推進に必要な教職員や外部機関等との連絡・調整を行う。共同調理場の受

配校においては、共同調理場と連携する。

３ 食育の評価を実施し、その結果について整理・分析し、成果と課題を明確にし、

以後の改善につなげる。

４ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを栄養教諭と連携して作成

する。

学

級

担

任

１ 給食主任、学校食育推進者、養護教諭、栄養教諭等の協力を得て、児童生徒に対

し、給食指導計画に基づいた計画的な指導を行う。

２ 児童生徒の様子を細かく観察し、必要な事項について、全体または個別に指導す

る。児童生徒の発達段階に即した指導を行うとともに、主体的な活動を重視する。

３ 児童生徒の日常生活において、感染症・食中毒予防のための用便後、食事前の手

洗い等の衛生及び安全について指導する。

４ 児童生徒の毎日の健康状態を把握する。また、身の周りの清潔や、食事の準備・

片付けを安全で衛生的に行うように指導する。

５ 食事の場所としてふさわしい環境の整備と、楽しい雰囲気づくりを工夫する。

６ 学校給食において特別な配慮を必要とする児童生徒については、保護者、主治医

からの情報を基に、その実態をよく把握し、栄養教諭等や養護教諭、学校医等と連

携を密にし、児童生徒に適切な指導を行う。なお、食物アレルギーを有する児童生

徒については、食物アレルギー対応委員会での決定事項や個別の取組プランに基づ

いて、適切な対応を行う。

養

護

教

諭

１ 日々の健康観察から、児童生徒の健康状態及び欠席状況を把握し、学校給食に起

因する感染症・食中毒の早期発見と二次感染防止に努める。

２ 児童生徒の日常生活において、感染症・食中毒予防のための用便後、食事前の手

洗い等の衛生及び安全について、必要に応じてそれらの資料を提供する。

３ 食に関する指導の全体計画立案に参画して専門的立場から助言するとともに、学

級担任を補佐して、児童生徒に対し、集団または個別の指導を行う。

４ 食物アレルギーを有する児童生徒については、保護者、主治医から情報を得て、

学校医等との連携のもと、各学級担任に適切に指導助言を行う。
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８ 食事内容及び児童生徒の食生活の改善のため、必要な調査・研究等を行う。

栄

養

教

諭

１ 児童生徒が健全な食生活を自ら営むことができるように指導する。

⑴ 学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性について、専門的

立場から学級担任や教科担任等と連携した指導を行う。
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恵沢に対する理解を深める指導を行う。
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⑴   食物アレルギーを有する児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑵ 偏食、肥満傾向や痩身傾向等がある児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑶ 運動部活動等でスポーツをする児童生徒を対象とする。 

３ 食に関する指導を効果的に推進するため、以下の役割を担う。 
⑴ 食に関する指導の全体計画作成の検討、原案作成、決定等の進行管理を行う。 
⑵ 教職員間の連携・調整を行う。 
⑶ 家庭、地域との連携・調整を行う。 
⑷ 年間献立計画、給食の時間における食に関する指導の計画、各教科等における

食に関する指導の計画の関連付けを行う。 
⑸ 校長その他の教職員に対して食の観点から把握した児童生徒の生活実態等を

積極的に提示する。 
⑹ 校長やその他の教職員に対して食に関する指導の取組事例、研究成果等を積極

的に提供する。 
⑺ 校長やその他の教職員に対して自校や他校における学校給食の現状や課題等

についての情報を提供し、方策を明確にする。 
４ 学校、家庭、地域が連携した食育の推進において、以下の役割を担う。 

⑴ 家庭における食生活や生活習慣等の実態を把握する。 
⑵ 地域における食育の取組情報を収集する。 
⑶ 家庭への啓発活動等の連携を推進する。 
⑷ 地域の関係機関や各種団体との連携・調整を行う。 
⑸ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを学校食育推進者と連携

して作成する。 

調
理
従
事
者

１ 作業指示書等に基づき、作業工程表・作業動線図を作成し、調理し提供する。 
２ 学校給食衛生管理基準を理解し、業務に当たる。

３ 栄養教諭等の指示に基づき、食物アレルギー対応に当たる。

４ 業務中に異常のあった場合は、直ちに衛生管理責任者等に報告し、指示を受ける。

５ 衛生管理、調理、食物アレルギー対応等の知識や技術の向上のため、積極的に研

修を受ける。

 

給

食

主

任

１ 教務主任、栄養教諭等と協議し、給食指導計画（適切な時間設定と配分（１２３

ページ参照）、年間指導計画（１２６～１３１ページ参照）を立案する。

２ 給食指導資料の作成・収集、各学年や学級間の調整に努め、教育効果の向上を図

る。

３ 学級担任、養護教諭、栄養教諭等と協力し、給食指導に関する事項の徹底を図る。

４ 児童給食委員会の運営に当たる。

５ 食に関する指導の全体計画作成に参画する。

６ 献立や料理についての意見の聞き取りや調査を行い、内容を給食主任者会等で伝

える。

７ 学校薬剤師、保健主事、養護教諭、栄養教諭等、学校給食従事者等と協議して、

衛生管理・栄養管理の計画と策定を実践する。

８ 給食施設設備や食事環境の衛生管理の維持・改善をする。

学
校
食
育
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進
者

１ 栄養教諭等と連携し、食に関する指導の全体計画を作成する。

２ 食育の推進に必要な教職員や外部機関等との連絡・調整を行う。共同調理場の受

配校においては、共同調理場と連携する。

３ 食育の評価を実施し、その結果について整理・分析し、成果と課題を明確にし、

以後の改善につなげる。

４ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを栄養教諭と連携して作成

する。

学

級

担

任

１ 給食主任、学校食育推進者、養護教諭、栄養教諭等の協力を得て、児童生徒に対

し、給食指導計画に基づいた計画的な指導を行う。

２ 児童生徒の様子を細かく観察し、必要な事項について、全体または個別に指導す

る。児童生徒の発達段階に即した指導を行うとともに、主体的な活動を重視する。

３ 児童生徒の日常生活において、感染症・食中毒予防のための用便後、食事前の手

洗い等の衛生及び安全について指導する。

４ 児童生徒の毎日の健康状態を把握する。また、身の周りの清潔や、食事の準備・

片付けを安全で衛生的に行うように指導する。

５ 食事の場所としてふさわしい環境の整備と、楽しい雰囲気づくりを工夫する。

６ 学校給食において特別な配慮を必要とする児童生徒については、保護者、主治医

からの情報を基に、その実態をよく把握し、栄養教諭等や養護教諭、学校医等と連

携を密にし、児童生徒に適切な指導を行う。なお、食物アレルギーを有する児童生

徒については、食物アレルギー対応委員会での決定事項や個別の取組プランに基づ

いて、適切な対応を行う。

養

護

教

諭

１ 日々の健康観察から、児童生徒の健康状態及び欠席状況を把握し、学校給食に起

因する感染症・食中毒の早期発見と二次感染防止に努める。

２ 児童生徒の日常生活において、感染症・食中毒予防のための用便後、食事前の手

洗い等の衛生及び安全について、必要に応じてそれらの資料を提供する。

３ 食に関する指導の全体計画立案に参画して専門的立場から助言するとともに、学

級担任を補佐して、児童生徒に対し、集団または個別の指導を行う。

４ 食物アレルギーを有する児童生徒については、保護者、主治医から情報を得て、

学校医等との連携のもと、各学級担任に適切に指導助言を行う。
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１ 学校給食に関する各種計画に参画する。

２ 学校給食の実施に関する各組織に参画する。

３ 学校給食栄養管理者として、学校給食摂取基準及び食品構成に配慮した献立の

計画、作成、検証を行うとともに、献立原案を作成し献立作成委員会に提案する。

４ 学校給食の栄養に関する専門的事項の処理に当たり、指導・助言又は協力する。

５ 学校給食の食物アレルギー食対応献立については、食物アレルギー対応委員会の

基本指針を基に作成する。

６ 学校給食の衛生管理責任者として学校給食衛生管理基準に基づき、管理、分析、

確認、指導、助言を行う。

７ 学校給食用食品の納入業者及び食品の選定に参画及び指導・助言をする。

８ 食事内容及び児童生徒の食生活の改善のため、必要な調査・研究等を行う。

栄

養

教

諭

１ 児童生徒が健全な食生活を自ら営むことができるように指導する。

⑴ 学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性について、専門的

立場から学級担任や教科担任等と連携した指導を行う。

⑵ 学校給食に地域の産物を活用し、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の

恵沢に対する理解を深める指導を行う。

⑶ 学校給食を活用し、学級担任や教科担任等と連携して関連教科や特別活動等に

おいて食に関する指導を行う。

２ 食に関する健康課題を有する児童生徒に対する個別的な相談指導を行う。 
⑴   食物アレルギーを有する児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑵ 偏食、肥満傾向や痩身傾向等がある児童生徒及び保護者を対象とする。 
⑶ 運動部活動等でスポーツをする児童生徒を対象とする。 

３ 食に関する指導を効果的に推進するため、以下の役割を担う。 
⑴ 食に関する指導の全体計画作成の検討、原案作成、決定等の進行管理を行う。 
⑵ 教職員間の連携・調整を行う。 
⑶ 家庭、地域との連携・調整を行う。 
⑷ 年間献立計画、給食の時間における食に関する指導の計画、各教科等における

食に関する指導の計画の関連付けを行う。 
⑸ 校長その他の教職員に対して食の観点から把握した児童生徒の生活実態等を

積極的に提示する。 
⑹ 校長やその他の教職員に対して食に関する指導の取組事例、研究成果等を積極

的に提供する。 
⑺ 校長やその他の教職員に対して自校や他校における学校給食の現状や課題等

についての情報を提供し、方策を明確にする。 
４ 学校、家庭、地域が連携した食育の推進において、以下の役割を担う。 

⑴ 家庭における食生活や生活習慣等の実態を把握する。 
⑵ 地域における食育の取組情報を収集する。 
⑶ 家庭への啓発活動等の連携を推進する。 
⑷ 地域の関係機関や各種団体との連携・調整を行う。 
⑸ 校内で活用できる食に関する指導の人材等のリストを学校食育推進者と連携

して作成する。 

調
理
従
事
者

１ 作業指示書等に基づき、作業工程表・作業動線図を作成し、調理し提供する。 
２ 学校給食衛生管理基準を理解し、業務に当たる。

３ 栄養教諭等の指示に基づき、食物アレルギー対応に当たる。

４ 業務中に異常のあった場合は、直ちに衛生管理責任者等に報告し、指示を受ける。

５ 衛生管理、調理、食物アレルギー対応等の知識や技術の向上のため、積極的に研

修を受ける。

 

給

食

主

任

１ 教務主任、栄養教諭等と協議し、給食指導計画（適切な時間設定と配分（１２３
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学
校
食
育
推
進
者
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級

担

任
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護
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イ 栄養教諭等の配置人数

公立の義務教育諸学校に配置される県費負担の栄養教諭等の配置数は、「公立義務教育諸学

校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」（昭和３３年５月１日法律第１１６号）に

基づいて算定されている。 
単独実施校（小中） 共同調理場（小中） 特別支援学校 

学校給食実施校の児童生徒数

・ 人以上 １校に１人

・ 人未満 ４校に１人

・ 人未満で３校以下の市町村

１市町村１人

学校給食受配校の児童生徒数

・ 人以上 ３人

・ ～ 人 ２人

・ 人以下 １人

学校給食を実施する学校

１校に 人

 

【資料〈栄養教諭と学校栄養職員〉】

栄 養 教 諭 学 校 栄 養 職 員

法

的

な

位

置

付

け

《学校教育法》
第 条
② 小学校には、前項に規定する者のほか……

栄養教諭その他必要な職員を置くことができ
る。

⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理を
つかさどる。

※ 中学校は第 条、特別支援学校は第 条
に準用規定あり

《学校給食法》
第７条

……学校給食の栄養に関する専門的事項を
つかさどる職員は、教育職員免許法第四条第
二項に規定する栄栄養養教教諭諭のの免免許許状状をを有有すするるもも
のの又は、栄養士法第二条第一項の規定による
栄養士の免許を有するもので……

第 条
栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活

を自ら営むことができる知識及び態度を養う
ため……学校給食を活用した食に関する実践
的な指導を行うものとする。

② 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たっ
ては、……当該地域の食文化、食に係る産業
又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の
理解の増進を図るよう努めるものとする。

《学校教育法》
第 条
② 小学校には、前項に規定する者のほか……

栄養教諭その他必要な職員を置くことができ
る。

※ 学校栄養職員の記述はなく、その他必要な
職員として位置付けられている

《学校給食法》
第７条

……学校給食の栄養に関する専門的事項を
つかさどる職員は、教育職員免許法第四条第
二項に規定する栄養教諭の免許状を有するも
の又は、栄養士法第二条第一項の規定による
栄栄養養士士のの免免許許をを有有すするるもものので……

第 条
③ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄

養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよ
う努めるものとする。

免

許

栄養教諭専修免許（文部科学省）
（管理栄養士免許を有する者）
栄養教諭一種免許（文部科学省）
（管理栄養士免許を有する者、又は管理栄養

士課程を修了し栄養士免許を有する者）
栄養教諭二種免許（文部科学省）
（栄養士免許を有する者）

栄養士免許（厚生労働省）

職

務

に

関

す

る

事

項

１ 食育・学校の教育活動 
① 食に関する指導の全体計画の作成 
② 給食の時間における児童生徒への給食指導
及び食に関する指導の実施 
※ 単独での指導が可能 
③ 各教科等における食に関する指導その他の
学校の教育活動へ教材作成やティーム・ティ
ーチングで参画 

④ 食に関する健康課題を有する児童生徒への
個別的な相談指導、保護者からの相談への対
応 

 
２ 学校給食の管理 

① 学校給食実施基準に基づく栄養管理 
② 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理  
 

３ 学校の管理運営 
① 学校経営及び運営方針の策定への参画 
② 各種委員会の企画及び運営  
③ 学年・学級運営への参画  
④ 学校業務改善の推進 
⑤ 研修の企画、実施及び受講 
⑥ 関係機関や外部人材、地域、保護者との連 
絡及び調整  

⑦ 学校の安全計画等に基づく安全点検 
 

―「栄養教諭等による食に関する指導等の充実
について」（令和７年 月 日文部科学省初
等中等教育局通知）―

１ 食育・学校の教育活動 
① 食に関する指導の全体計画への参画 
② 給食の時間における児童生徒への給食指
導及び食に関する指導の実施
※ 学級活動として位置付けられている給食

の時間における指導を行う場合は、学級担
任等とのティーム・ティーチングにより実
施可能

③ 担任教諭等を補佐して、児童生徒に対して
集団又は個別の指導を実施
④ 食に関する健康課題を有する児童生徒への
個別的な相談指導、保護者からの相談への対
応 

２ 学校給食の管理
① 学校給食実施基準に基づく栄養管理 
② 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理  

―「栄養教諭等による食に関する指導等の充実
について」（令和 年 月 日文部科学省初
等中等教育局通知）―
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……学校給食の栄養に関する専門的事項を
つかさどる職員は、教育職員免許法第四条第
二項に規定する栄養教諭の免許状を有するも
の又は、栄養士法第二条第一項の規定による
栄栄養養士士のの免免許許をを有有すするるもものので……

第 条
③ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄

養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよ
う努めるものとする。

免

許

栄養教諭専修免許（文部科学省）
（管理栄養士免許を有する者）
栄養教諭一種免許（文部科学省）
（管理栄養士免許を有する者、又は管理栄養

士課程を修了し栄養士免許を有する者）
栄養教諭二種免許（文部科学省）
（栄養士免許を有する者）

栄養士免許（厚生労働省）

職

務

に

関

す

る

事

項

１ 食育・学校の教育活動 
① 食に関する指導の全体計画の作成 
② 給食の時間における児童生徒への給食指導
及び食に関する指導の実施 
※ 単独での指導が可能 
③ 各教科等における食に関する指導その他の
学校の教育活動へ教材作成やティーム・ティ
ーチングで参画 

④ 食に関する健康課題を有する児童生徒への
個別的な相談指導、保護者からの相談への対
応 

 
２ 学校給食の管理 

① 学校給食実施基準に基づく栄養管理 
② 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理  
 

３ 学校の管理運営 
① 学校経営及び運営方針の策定への参画 
② 各種委員会の企画及び運営  
③ 学年・学級運営への参画  
④ 学校業務改善の推進 
⑤ 研修の企画、実施及び受講 
⑥ 関係機関や外部人材、地域、保護者との連 
絡及び調整  

⑦ 学校の安全計画等に基づく安全点検 
 

―「栄養教諭等による食に関する指導等の充実
について」（令和７年 月 日文部科学省初
等中等教育局通知）―

１ 食育・学校の教育活動 
① 食に関する指導の全体計画への参画 
② 給食の時間における児童生徒への給食指
導及び食に関する指導の実施
※ 学級活動として位置付けられている給食

の時間における指導を行う場合は、学級担
任等とのティーム・ティーチングにより実
施可能

③ 担任教諭等を補佐して、児童生徒に対して
集団又は個別の指導を実施
④ 食に関する健康課題を有する児童生徒への
個別的な相談指導、保護者からの相談への対
応 

２ 学校給食の管理
① 学校給食実施基準に基づく栄養管理 
② 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理  

―「栄養教諭等による食に関する指導等の充実
について」（令和 年 月 日文部科学省初
等中等教育局通知）―
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